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水資源開発の総合化と評価基準

アメリカ水資源開発政策における評価基準の検討

仁連孝昭

I はじめに

費用便益分析は現在ではさまざまな公共事業の経済分析に適用され，政府の

政策用具のひとつとして大いに活用きれている。現在ではそのような地位をし

めるようになった費用便益分析ではあるが，まだその歴史は浅い。これが実際

に必要とされたのはアメリカの1936年洪水調節法以来のことであり" 理論的

研究の出発点が築かれたのは1958年に出版されたエグスタイン， グノレチラ=エ

クスタイン，マッキーンらの一連の研究"においてであるヘ

費用便益分折は水資源開発の1930年代以降の発展段階において生れ，その後

経済埋論として精般化され，一般化されてきたものであるが，本稿では公共投

資一般〔道路・港湾・空港・水資源開発など〕に通じる分析用具としてではな

く，水資源開発の分析用具としてのそれ主検討することを課題とする。なぜな

ら水資源開発が単一目的のためのものではなくなり，したがってその開発主体

も私的・地方的なものから公共的なものに転換し，また水資源そのものの社会

経済的志義も変容を遂げてきたという ζ とが，そのような分析用具が開発され

。プレスト=ターペイによると，費舟便益分析は1902年の河川l港湾法が主主憾の河川港湾プロ:/，
ヱク lの望ましさを報告することを義務づけたのが始まりだとしているが， その本格的展開は
1936年法以降である。 A.R. Prest and R. Turvey，“C岨 t-BenefitAnalysis: A survey，" 
Economic Journal， Vol. 75， Dec. 1965， pp. 683-4 

2) Otto Eckstein， Water-ReSQurce Develcゅment，' T he Economics of Pr.町 ectEvaluation. 

1958; John V. Krutil1a and O. &1宝stein，Multiple PtのコposeRiver Develoρment， 1958; 
Roland N. McKean， El声。encyin Gove門 lmentthrough S:戸 temsAnalysis. 1958. 

3) Allen V. Kneese，“New Directions in Water ResouてcesResearch." in A. V. Kneese 

& s C. Smith ed.，協ラzterResearch， 1960， pp. 1-9 
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ざるをえなかった背景としてあるからである。このように問題をたてるならば，

第 に水資源開発とは何なのかということが他の経済行為との関連で明らかに

されなければならないであろうし，第三に水資源開発の評価基準と Lての費用

便益分析の有効性が検討されなければならないであろう。しかしながら第ーの

問題に答えるためには，行政学的・国家論的接近を欠いた経済理論的接近だけ

では不十分であろうし，またそれでは一面的把握をまぬがれなし、。そ ζ でこ

こでは第二の問題にとりくむなかで，第ーの問題についても輪郭を与えるとい

う方法で問題に接近してゆきたレ。

II 水資源開発の総合化

水資源開発が，濯瓶事業や舟運のための水路開削事業という単一目的の開発，

伺別の事業の段階から，多〈の異なる開発諸目的をもち，多目的ダムをはじめ

とする様々な開発手段を動員した様々な開発目標を兼ねそなえた総合開発の段

階へと進展してきたということは，今世紀の歴史がしめす通りである。日本で

は，第二次世界大戦中での内務省河水統制事業・戦後の国土総合開発法・多目

的ダム法・水資源開発促進法・琵琶湖総合開発特別措置法といった諸政策の流

れが， このことをしめしている。

アメリカでは. 1902年にはじめて水資源が総合的に開発・保全されなければ

ならないと公式に唱われ叫， 1920年代末期から30年代以降を通じて開発の総合

化が進展し.m在では総合的開発が主要潮流になってきている日。 その出発点

となったのは， 多目的貯水 νステムをコロンピア川に建設することを定めた

1928年のボウルダー峡谷事業計画法，陸軍上兵隊の包括的な河川調査を命じた

1927年洪水調節法とその報告書である 1930年の 308号報告書，そしてテネ γ

4) U. S. lnland Waterways Commission， Preliminary Report， 1902， It'j，lrinteu by Arno 
Press Inc.， 1972， pp. 17-30 

5) Gilbert F. White，品目tegiesof Ame門 can Watf:?r Management， 1969，四 .35-6大統

領水賢官よ女革委員会は水賢明期発の歴史を総合化の歴史としてとらえてし、るロ U.S. President's 

Water Resourc匝 PolicyCommission， A Water Policy舟 rthe Anwrican Pe噌'[e，' Vol 

3 Water Resour;叫 5 Lm:CJ， 1950， pp. 383-491 
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流域の水資源を中心とする総合的地域開発機関の設置を制定した 1933年のT.

V.A法であった。また1965年の水資源計画法の制定以後，法制度上でも実際

の開発政策面でも総合化は新たな次元で進んできているぺ

ここで，総合化の表象的特徴を与えておかなければならない。 G.F目ホワイ

トに従ってその特徴をあげれば!①多目的貯水事業(themultiplepurpose storage 

project)，①河域事業 (thebasin-wide program)，③総合的地域開発 ('he∞mpre 

hensive regional development)7九 あるいは①多目的事業 (the ID¥山 iple-purpose

pwject)，①企流域計画 (theplan山口gfor elltire uraiIlage b田 in)，くE社会変動を

促進することを明確に意図した全流域における多目的事業の組合せ (a co皿 .bi-

nation of multiple-purpose projects in an entire drainage basin with a clear intcnt 

to promote social change)， であるべこの三つの特徴は水資源開発の総合化が

提起した理論的課題を表わしているしまたそこから発展し介費用便益分析の

担わざるをえない課題をもしめしているといえる。

第一の特徴は，開発目的の異なる事業 (project)が一つの開発事業計画 (pro-

gram)に統合されていることであり，したがって開発目的の遣うものを同ーの

単位で計測する必要がでてくる。そうしなければ多目的開発を相互に比較する

こEはできない。第二の特徴は，開発によって発生する受益が特定の人間ある

いは集団に限定されないということである。例えば1936・44年の洪水調節法は

連邦政府の調査・開発の権限を，直接的な洪水被害地の築堤のみによる被害防

止から，放水路・貯水池などの建設による洪水統御にまで広げ，そのことによ

って洪水調節事業の受益者の不特定化を進め，同時に連邦政府による洪水調節

事業の財政負担への道をひらいた"'。第三の特徴は，水資源開発をその直接的

6) U. S. Water Resources Cou札cil，“ProposedPrinciples and Standards for Planning 
市Vaterand Related Land Resourc目'~， Federal j.臼'gisteηVol.36. No. Z45， pp. 24150-1 

7) G. F. White， .. A Persp日ctiveof River Basin Development，" Laτ:v and Cant田 npm'ary

p，οblems， Vol. 22， Spring 1957， p. 161 

8) G. F. White， op. cit.， pp. 34-5 
9) この契機となったのは1927年のミジシツピ 大洪水であり，この洪水は堤劫だけで低部ミシツ

ッピ σ:生命左財産を守るトとは不可能であることを証明しz 桔々な洪水調師手段を動員しなノ
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効果だけでみるのではなしそれを通じて開発地域あるいは国民経済生活・国

土におよぼす効果を問題とするようになったという点である。例えば涯瓶事業

をとってみると，それによって開拓地農民に生じる直接的な受益だけが目的と

され，したがって私的主体への受益に応じた費用負担が可能な事業から，その

間接効果までも目標とする公共的開発へとそれは転換していくのである'"。さ

らにまた開発による所得の再分配，また環境にあたえる影響までも問題ときれ

るようになった川。このようにして，開発目標自体が膨れあがり，結局全体と

しての開発目標は不透明なものになる。この第三の特徴は第三の特徴からでて

くる帰結を一層強めることになる。

このような諸課題を提起した水資源総合開発がアメリカにおいて定着したの

は， T.V.Aの開発で典型的に見られる園内の後進地域開発の手段としてで

あった1230 そして戦後の水資源総合開発のひな型であzデラウ t ア・リパーの

開発の場合，流域の水汚染，水不足といった流戚の総合的な都市問題解決の手

段としてであった川。また国連でも後進国開発の重要な手段の っとして，水

資源開発が受け入れられ，それはその後の後進国開発に実際に取り入れられて

いる'"。

以上のような水資源開発の総合化の過程で，開発目標 (objectげのは広がり，

¥ければならないことになり，工兵隊308号調査報告が準備され，その調査の成果が TVA開発に
生かされ， ミズリのホ ト・ベッグ・ダムの建設に役立てられた。

10) 薄邦漕j盟事業のために設けられた， 西部l却刊の公有地芳却代金を充てる開拓基金 (1902年創

設〕は，当初農民かb全額償還するという規定であったが，しだいに経められ，最終的にはプロ
ジェクトの発電等の干IJ誌で開拓地農民の償1童を窟代りし宅 プロジェクト費用の全額農民負担の原
則を崩すようになったJ

11) U. S. N ational Water Commission， n:匂terPolt"aes for the Futurp.， HI7.'l 

12) Gordon R. Clapp. The TV.4..' An Atproach 旬以日 DevelolぅmentuJ a RegiOIl， 

1%5， pp. 54-5， 65; White， o.ρ cit.， pp. 103-6 
13) Martha Derthick， Between State and Nation : Regional Organizations qf the United 

States， 1974， pp. 46-75 
14) U. N.， Department of EcC'nomic and Social Affairs， A Punel of Experts， lntegrated 

River E山 inDevel，σρ間四t，1958，邦訳「河川流蛾の総合開発ー専門家講門委員会報告書 ム
電源開尭株式会社『調査費料』昭和34年10月 1-13ベーシ Ludwik A. Tec1aff， "The 
Influence of Recent Trends in Water Legislatton on the Structure and Functiuns of 

Water Administratiol1，" Land and tVat町ー LC/'ulRι切 im:v.Vo1. 9. 1974， pp. 1-19 
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開発目的。urp惜のも広がり，それゆえに開発手段 (means)もまた広がり，そ

の受益者が広がり， したがって水資源開発は公共的性格を強めざるをえなくな

ってくる。そこでこの公共的性格をもった開発の意志決定をしなければならな

い開発主体=政府に志志決定のための客観的な評価基準が必要となってくるの

である。複合的水資源開発の権限をもっ行政機関が複数あり，地域別あるいは

対象別に開発権限をもった行政機関が多岐にわたって存在しているアメリカ連

邦政府にぬっては，それぞれの開発計画を評価する基準はj とりわげ開発行政

官調整してい〈うえで不可欠であった。また，多目的施設の必然的に抱え込ま

ざるをえない共同費用を振り分ける基準をつ〈るという窓味でも，各開発目的

に対応した比較可能な計測I化が必要であった>5'。

水資源開発の評例基準を設けることは，開発が総合化されたために必要とな

ったのであるが， この評価基準をつ〈るうえでの理論争ピ提供する費用便益分析

の厚生経済学的研究は，実は7.K資源開発の総合化に出発点をおかずに，希少資

源〔水資源開発のための財政資金〕の最適配分の問題を解決するものとして登場し

たものである。すなわちエクスタインにあっては，財政制約のもとでのプロジ

ェクト選択の不可避性がその出発点になっている>5'。グルチラは水資源開発の

多角化により，私的企業主体によっては凋発が担えなくなり，公共主体による

開発に依存せざるをえなくなることによって，開発サ ヴィスは販売されない

公共財となり，その効率的配分を確保することが水資源開発において独自に必

要になるということを出発点にしているm 。同じくマッキ ンも，プライ λ メ

カニズムの作用しない政府支出からの産出量を増やすとし、う意味での効率の達

成を，その出発点としている"，。しかしなが b費用便益分析の理論的出発点を

なしたこれ bの研究では，ほかならぬ水資源開発の質的転換こそが評価基準の

15) }oseph S. Ransmeier. The TCl!nessee Valley Auu回 rity，1942 
16) Eckstein， op. cit" p. 16 

17) Krutilla & Eckstein， ot. cit.， pp. 4-13; J ohn K印刷1"“Planningand Eval四Lion，'

Journal Qf Farm Ec即 日間CS，VoL 40， Dec. 1958， pp. 1674-87 
18) 恥tfcKean，0ρ cit.， pp. 3-22 
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作成を必須にしたということがその理論構造のなかで認識されていなかった。

この点を，評価基準の現実の生成および変遷過程を振りかえることによって

次に確かめたL、IUO

III 評価基準の生成と変遷(1)

水資源開発の総合化に対比、して， 水資源開発事業 (projectsand programs) り

評価基準はどのようにとし成しまた変遷してきたのであろうかつ 主要な法令お

よひ公式文書によりそれを跡づけ，評価基準の政策的意味内容およびその変化

を明らかにする。

水資源の総合開発を一般法としてはじめて法制化したものは， 1m6年の洪水

調節訣であり，目こし、で， 1939年の連邦開妬法ーであっか20)。この二法は， まずそ

れぞれ合衆国の連邦水資源開発行政機関ぐ陸軍省工兵隊と内務省開拓局〕の水資源

開発事業が総合的に実施きるべきことを規定したのであった'21)0 次に費用便益

某準を胡発事業15-1岡の評価基準として定めたのであった。同法は，連邦政府が

河川改修に着手する基準を「何人に対するものであれ，便益が評価費用を越え

る場合」とした2230 水資源開発が単一目的のものであり，受益者と開発主体と

が同一であるかあるいは開発費用がなんらかの媒介を通じてすべての受益者に

負担されるかする場合には，費用便益分析は問題となりえなかったのであるが，

19) 止共性という概念の明確な定義のなされないまま公共投資公共事業という言葉が使われてき
たが， ことでのー応の定義を与えてお〈ことにする。高度に生産力が発達し，生J産の社会化の進

展した査本主義国家の財政支出の伴う事業は，この担金化に対応して総合イじされざるをえない。
この客観的条件に規定されて進む総合化は，その実現過程で分岐した住民聞の諸利害を担収しよ
うとするが，それは基底的に階級関係によって宣えられているがゆえに 諸利害の統合が実現L

えず，次々と新たな形態での社会的矛盾を拡大しながら再生産じてゆく。このような矛盾した過
程のなかでとられる総合的な性質を常に包含してゆこうとする国家の子による事業が公共性をも
ったものであるu 拙稿「アメリカホ資源開尭思想の系譜」自治体問題府究所編『地域と自治体』
第 5集， 1976年11月， 63-74ベータ参照。

20) 1927年の BoulderCanyon Project Actおよび1938年の TennesseeValley Authority Act 

はそれぞれ特定の開発事業についてだけ総合開発を定めたものであり，連邦開発事業 般につい

て定めたものではなかった 3

21) U.)LA， Tit. 33， ~ 701-1 
??) lbjd.， 6701 :'1 
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水資源開発が総合的な性格をとらざるをえなかったがゆえに，受益の種類・受

益者が特定しなくなり，連邦政府の担うべき公共的開発としてそれは位置つeけ

られ， この公共的開発の評価基準として費用便益分析が制度的に定められたの

である。そこにこの法律の四期的意義があった則。ここで多目的化した連邦水

資源開発事業は，経済的および社会的に性格の異なる便益を比較しうる同一次

元に還元しな円ればならないという課題を背負うことになった。

以後，費用便益基準は水資源開発事業の評価基準とされ現在に至ってし必。

その公式的な費用便益分析の準則は水資源開発に係る省庁際委員会 (Federal

T:nter-Ag四 cyRiver Basm Commission)からはじめて出された「河域開発事業経

済分析のための準則案 (ProposedPractices for Economic Analysis of River Basin 

Projects)J (1950年〕および1958年のその改訂版によっでしめきれ，他方，予算

局は独自に水資源開発事業の評価および審査に必要なデ タ の提出基準とし

て「予算局回報A-47号 (Bureau of the Budget Circular A-47)J を公表した。

1961年に大統領はそれらの評価基準の再検討とその改良を関連機関に依頼 L.

その結果提出されたレポート「水および関連土地資源利用開発計画の作成，評

価および審査における政策，基準および手続 (Poli回 s，Standards， and Prυcedur田

in the Formulation， Evaluation， and Review of Plans for Use and Development of 

Water and Related Land Resources)Jが1962年に承認されて「上院報告第97号」

として出版され，それが「回報A-47号」と置き替えられた。次いで1965年の水

資源計画法によって創設された水資源会議 (WaterResources Council)は「上院

報告第97号」に替る「水および関連土地資源計自の原則および基準 (Principles

and Standards for Plan即時 Waterand Related Land Resources)J を1971年に発

表 L. それは1973年10月25日に施行された2430

以上の評価基準の変遷の過程には，①総合化の内容白発展，②開発事業の大

23) National Water Corr盟国S1On，opαt.， p. 380 
24) U. S. General Account.ing 0而ce，lmtro-oements needed in making benefitωst analy-

山向γ Federal<:乙ater何 'SQurcesprojects， 1974， pp. 1-2 
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統領府による中央官僚制的統制，③開発費用の負担としづ相互に関連し合って

いる三つの大きな問題が反映し，それらがその変遷の中味を形づ〈ってきてい

る。

第ーの総合化の発展については，多目的開発 (multiple-purposedevelopmenめ

から多目標開発 (multjple仁hjectivedevelopment) への進展が反映している。 ノト

資源開発の総合化，その第段階である多目的化のきっかけとなったものは，

陸軍工兵隊においては， その行政責任にかかる水運と洪水調節のための河川改

修に必要な限りでの多目的化，すなわち貯水池による流量調節という技術が，

自らの行政責任を果すうえで不可欠になり，その新たな改修技術の段階では不

可分となる他の開発目的ー水力発電・潅祇・給水・レクリェーション目的なと

をも含んだ開発へとその事業自体が発展せざるをえなくなったという事実であ

った則。また内務省開拓局の場合には，乾燥・半乾燥地帯でその行政責任にか

かる濯概事業を遂行するさいに，河川からの導水路の建設だけでは十分でなく，

現にそのような方法で間に合う開発地点は直ぐになくなってしまい，大規模な

濯i慨農地を造成するためには貯水池システムを導入せざるをえなくなった。こ

こでも工兵隊と同じ多目的化という形での総合化の論理は作用するし，それ以

上に開拓局の場合，電力開発・給水開発という投 F資金の償還力ある開発目的

を統合していこうとし寸論理が働らいていた'"。

この多目的化は，費用便益分析へ最も大きいインパクトを与えるものであり，

何よりもまず同一事業に統合された諸開発目的の便益の貨幣勘定による計測を

必要なものにした。乙れを背景にして， 195C年， 1952年， 1962年の費用便益基

25) U. S. President's Water R回 ourcesPolicy Commissω'n. o.ρ ctt目 Vol. 3 Water Re 

sm 町田 La叩， pp. 415-8 貯水池の建設が工兵隊のフロジヱクトを多目的プロシエクトにして
ゆぐことになった。これを背景に1944年申洪水調師法は法文のなかで明確な形でイロンェグトの
総合化をうたった。

26) lbid.，日01.1 General Reporl， pp. 151-2連邦開拓法(1902年〉によってはじめられた湛慨
による土地開拓は，それを西部14川の公有地売却収入による開拓基金によっていたが，その基金
はすぐに枯渇し， 1907-1920:年には新規事業は 1事業しかできなかった3 それゆえ，電力収入を

開拓基金への償還に充てる多目的事業が行われることになった=
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準がつくられ，また1958年に出された厚生経済理論の分野からの一連の研究も

そのような現実の要請に応えるものであった。

だが水資源開発の総合化は，次の段階=多目標開発の段階へと1965年の水資

源計悶法を契機として転換してゆく。水資源開発政策は多目的な開発事業の効

半性を追求するだけでなく，水資源開発を通じて社会的・経済的な諸目標を達

成 rべきであるとし寸要請が押し出されてきた。これは，私的経済活動の社会

化の矛盾が進行し，その現象として例えば「外部不経済Jが大きな問題とされ

るにし、たり，あるいは地域的不均等が結果し，その無政府性を放置したままで.

この不均衡を是正するために，私的経済活動の補完物としての国家的事業が求

められることになったのである。したがって同法が設けた開発計画の基準は，

(1)当該地域において水および関連土地資源の最適利用を達成する当該計画ある

いは改訂計岡の効率性， (2)全国の農業・都市・エネルギ ・工業・レクリヱ

ション・;魚類と野生動物および他の諸資源に関する他の開発事業の達成につい

ての計画の効果および， (3)当該計画あるいは改訂計画の国の経済的および社会

的諸目標の達成への貢献度合となっており，水資源開発政策は法制上，多目標

開発と位置づけられた'"。また，水資源開発に関連する他の諸法も 1965年法と

同じ趣旨で定められ，あるいは改訂されていった加。

1965年法によって作成を命ぜられた1971年の水資源会議の開発評価基準は次

のように述べている。

27) USCA， Tit. 42， ~ 1962 a-3. 

28) U. S. Water Resources Council， 0ραι， pp. 24150-1水賀原開発を諸種の社会的・経済的
目原の達成のために動員しようとする開発法制として，次の語法がある.Appalachian Regional 

Developement Act of 1965 CPublic Law 89-4)， Federa! Water Prnjecす ReC'feationAct 

。.f19五 (PL89-72)， Pub1ic Works and Economic Development Act of 1965 CPL 89-136)， 
Water Quality Act of 1965 (PL89'-234)， Northeastern Water SはlpplyStudy in 1965 (PL 

89-298)， Clean Water Restoration Act of 1966 (PL 曲 753)，Department of Tmnspo吋ation

Act of 1966 (PL 89..-{i叩)， Wild and Scenic Rive田 Actof 196B 【PL90-542)， National 

Flood Insurance Act of 1968 (Tit1e IV， PL 90.:.4拙)， National EnvironmentaI Policy 

Act of 1969 (PL 91-190)， Enyironmental Quatity Improvement Act of 1970 (Title II. 
PL 91-224)， FI∞d Control Act of 1970 (PL 91-611). 
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国の水および関連土地資源の利用諸計画は国民経済の発展，環境の向七および地域

開発という目標への貢献を通じる生活の向上がめざされよう。これら諸目標の各々に

ついて便益および負の効果が，社会的諮要素に対する便益および負の効果についての

第四番目の収支表 CAc∞un吋とともに，別々の収支表にしめきれよう。 これら多目

標な次兄でむ水および関連土地資源利用の計画化は代替的な行動様式士定置するう

えで役立つであろうし，公共的な意志決定過程の改善に必要な情報型式を提供し上

λ'" 

国家水委員会 (Nati岨 alWater Commission) の報告によると， 費用便益分析

だけにその評価基準を頼ると，水資源開発の目標が国民経済の効率性だけに限

定されてしまい，地域開発や自然環境の保全など法律で定められた政策目標が，

評価基準から脱落してしまうというのである制。この評価基準の多目標化は，

政策決定を客観的根拠に頼るのではなく，政策担当者の判断に任せる部分を多

〈することによって，中央官僚による」ントローノレの根拠を縮小せざるをえな

いが，そうすることによってしか水資源利用をめぐる無政府性を克服する道が

ないことをしめしている。

IV 評価基準の生成と変遷 (2) 

次いで，水資源開発の中央統制をめくる問題状況が費用便益基準に反映して

いる点を見なければならない。水資源開発は多額の建設資金を要L-.それぞれ

の地域に固定する施設を建設する事業であるだけに，開発に結びついた私的利

害集団の行動は無視することができない。事実，水資源開発事業が連邦政府の

責任において行われるようになった背景，また個々のプロジェクトの実施計画

29) lbid. p. 24145 

30) U. S. National Water Commlssion， 0.ραt.， p. 379工兵隊もその評価にあたって social

effect， economに effect，environmental e丘"tを勘案する提案を出しているロ U. S. Depart-

四回tof Dcfence， Corps of Engineers，" Prop~ed Guidelines for Assessment of Social. 

Economic and Environmental Ef王ectsof Civil Works Projeヌcts，"Federal Register Vol 

37， No. 145， J uly 1972， p. 15013 



50 (2ゅの 第 120巻第5.6号

が法認されてゆく背景には私的利害集団の行動が常にあった'"。

アメリカ行政学の一分野である利害集団論の主要対象になったのはほかなら

ぬこの水資源開発行政の分野であったほどであり，またそれだからこそこれが

1930年代以降，国家の管理J経済的機能の強化されてきた段階での行政機能論，

官僚制論の題材となってきたのである。莫大な固定資金の必要な大河川の大プ

ロジェクトを中心とした水資源開発は，財政力の限界をもった政府によって担

われる限札水利害集団のすべτの要求をとりあげることは不可能 Eあり，ま

た水資源開発をめぐる利害問D対立が生じることもある。 Lたがって連邦政府

は諸利害を調整~， その上に立った一つの国家政策，財政支出計画を作ってい

かねばならない。 F.D.ル スベル Fは国家資源局側RB後に NRPB) を大統

領府の中に設け，立法府に対する行政権の強化を通じて水資源開発事業を統制

しようとしてきた。 しかし1943年には議会によって NRPBの予算が全面削除

された結果，この機関は廃止され，それ以降は予算局が財政支出の菌からの限

定的な調整を行うようになった""。この基準として出されたものが 1952年，

1962年の予算局の評価基準であった。

1949年の第一次フーパー委員会の報告「天然資源分野の組織と政策」は財政

節約・政府効率の面から，大統領府内の最高の独立審査局 (B岨 rdof Imperial 

Analysis)の設置， その審査基準の明確化， 地方的利害集団に直結した工兵隊

の行政権限を内務省に移管させることなどを勧告した33l。また翌年の大統領水

資源政策委員会は評価問題を次のようにとりあげた。

評価は一般的にプロジェクト毎に行われ，経済的および技術的側面を強調してき

31) Samuel P. Hays， Canservauon and the Go唖 elof Effici印 cy，1959， pp. 91-121 

Arthur Maass， Mud，乙iyWa由 rs:The Army Engineers and the Nation's Rivers， 1951， 
reprinted by Daじapo上Jressin 1974， pp. 37-60; Arthur -1vlaass， .. Congress and Waler 

Resources，" American Political Sci即日 Review，VoL 44. Sept. 1950， pp. 576-93 
32) Maas5， 0，ρωt.， A品UddyWaters. pp. 131-2 

33) U. S. The Commission on Organization of the Ex臼cutiveBranch of the Government， 

Task Force Retort on Natural Resources白 Organ'izatヲ11and Policy in the Field uf 

Natural Resource， 1949， pp. 16-39 
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た。それが利用可能な資源開発資金の配分をめぐる競合を助長してきたのである。水

資源開発の「ポータ・パレルj と言われてきた批判はこの競合の結果であり，好まし

〈ない結果をもたらす好ましくない過程であり，それは不完全な評価方式に起因して

L、るところカミある。

該委員会は便益の過大評価につながる間接便益の費用便益計算への算入をや

め，直接便益だけを評価すべきこと，また前委員会と同じく審査局 (B叩 rdof 

Review) を設置することを勧告した"，。

マースの言うように，大統領と大統領府は法律にもとづ‘いた水資源開発事業

の統制を試みようとしたが，それには失敗しそこで予算統制lを通じて同じ目

的を達成しようとして，この統制指向が予算局回報A-47号に結実したお〉。

1965年の水資源計画法は，予算統制ではなく水資源開発そのものの総合調整

を企図したものであったが，国家水委員会の報告によると，水資源会議は「連

邦機関の政策および計画を審査すること，政策問題に立ち向い解決することに

おいてもほとんど能力がなかった」としており，同じく独立審査局を設け建設

プ円ジ ι グトの評価を行うよう勧告している則。

私的経済活動の無政府性が，官僚機構を通じて政府の水資源開発事業に反映

し私的経済活動の無政府件を寛服するはずの開発事業が，逆にそれを増幅し

ており，独立した第三者的な行政機関を官僚組織の枠の中に設けることがきわ

めて困難であることをこれらの経過はLめLているといえよう a円。

最後に水資源開発費用の負担配分に対しても，多目的貯水池のコスト・アロ

34) U. S. Presidenfs Water Resources PoHcy Commi田 ion，op. cit.， Vol. 1， pp. 55-65 
35) Maa.日，op. cit.， pp. 131-2 
36) U. S. National Water Commission， op αt.， Chap. 11， Improving urganizational Ar 

rangements， ~ B Federal Coodination and Review， pp. 391-409 

37) 19日年法によって設けられた水資源会議は連邦政府川倣府の水資問澗発行政を総合調整する
機関之して設けられたが，融会議は内輯長官，農務長官，陣軍長官健康ー教育厚牛畏官，連
邦動力委員会議長によって構成されているため，その法的権限にもかかわらず，それぞれ白官僚
機構を通じて結びついた私的利害の調整をすることは不可能であった。水資臨閣発の行政組織に
ついての問題は，集権的な Executiveによる既存申官慌機構白統制り問題，あるいは住民参加を
前提としたコミュニティからの統制り問題として扱える。後者は60年代以降の環境問題の激化/
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ケーションを通じて便益評価の問題は影響を及ぼすようになった。分離費用残

留便益法 (separable costs-remaining bene包括 method) によるコスト・アロケ

ショ γは便益の大きさによって共同費用 (jointcost)を配分するものであり，

とりわけ目的に応じてその費用が償還費用になったり非償還費用になったりす

るので，便益評価によって受益地あるいは受益者の負担は大きく変ってしまう。

そ Lてこの負担関係は逆にプロジェクト評価に影響をおよぼすことになる。国

家水委員会の報告は次のように述べてし、る。

フロンェクトが開発さるべきかどうかとU寸問題は，開発された場合誰がそれを支

払うのかという問題と同一ではない。だが誰が支払うのかという問題はプロジェクト

支持の熱意，その認可の見込みを決定することが多い，"。

したがって，大統領府・予算局の側にとっては，非償還目的の便益がより小

きくなり，償還目的の便益が4り大きくなるような手続を受け入れる条件がさ

らに強化されることになる。これは便益評価において直接便益だけを望ましい

ものとした予算局回報A-47号に現れており，上院報告97号に踏襲されてし、る。

しかし，多目標開発計画を受け入れた1971竿の水資源会議の基準では，三つの

目標に費用配分し，それぞれの目標について地方政府に財政負担をかぶせると

いう手段に変更してくる'"。逆に，地方的・地域的受益になる便益を有形・無

形を含めて大き〈見積ってゆ〈評価方法が望ましいものとなってくる。国家水

委員会も受益者負担論の立場にたって，現行の多目的開発に知ける償還・非償

還目的の組み合された費用配分方式 (Cost-SharingPolicies) を非難し， 連邦政

府以外の費用負担の強化を勧告してし、る刷。

以上述べてきたように，水資源開発の評価基準としての費用便益分折は総合

、とともに，環境保護運動が現実に提起してきた課題であり， TVAの草の根民主主義，またメト
ロポリタン エリアの都市自治におけるコミニL ニティ・コントロールの問題をも射程においた研
究分野となるであろう。

:18) U. S. National Water Commission. ot. cit.， p. 485 

39) U. S. Water Resources Council， ot 口 t.，p. 24181 
40) U. S. Nationlll Watcr Corrnnission， op. cit.. pp. 185-99 
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開発とともにはじまり，総合化の内容の変化とともに，またそれを中心に担う

ようになった中央政府の論理にしたがい，また最終的な経済負担の問題もから

んで推移してきた。開発の評価基準は，連邦政府の開発管理の能力およびその

対象領域に応じて変遷してきたとみなければならない。

V 効率性基準と費用便益測定

水資源開発の総合化を通じて異なる目的便益の評価の千法として費用便益分

析が発展してきたのであるが，これが意志決定の一つの手段として用いられる

ようになったのは，すでに述べたように連邦政府の財政負担力をこえて出され

てくる水資源開発要求を選択する客観的根拠を与えるためであった引。 194R年

までに計画された開発ザロジ 7 グトの事業費が 575億ドルに対 L うちすでに

開発きれたものは94憶ドルにすぎず.42.)国家水委員会は1日72年で，単年度の水

資源開発連邦支出14億ドルに対して 150億ドル (1972会計年度〕に達する認可済

の資金についていないプロジェグト計画が残っていると指摘している4目。この

ように議会によって認可されるプロジェク}の財政支出庄力が連邦政府の財政

負担能力を無視して膨れあがってきているなかで，財政当局・行政権力の支出

抑制意志が比例して強く働くことになる。水資源はその性格からして様々な経

済活動のなかで様々な主体によって様々な用途に利用されるがゆえに，さらに

地域的に量的にも質的にも不均等に賦存しているがゆえに，その開発要求が利

用主体別，地域別に異なって現れてくることは資本主義経済のもとでは避けら

れなL、。資本主義国家によるそのような利害の統合が不可能であればあるほど.

財政構造に対する不均衡要因が強まり，それだけ支出抑制・支出選択への意志

41) Eckstein，ゆ Clt.，即 15-7; Richaτd A. Musgrave，“Cost-Benefit Analysis and the 

Theory of Public Finance，" Juurmd uJ品開じ ，ucLμe，-atu同， Vol. 7， Sept. 1969， pp 
797-806. 

42) G. F. White，“National Ex巴.cutiveOrganizahon for Water Resources，" American 

Political Sci問 ceRevunu， Vo1. 44， Sept. 1950. pp. 597-8. 

43) U. S. National Water Commission， opαt.，四 393，502 ここであげた数字は工兵隊，
開拓局士壌保全品目水資源開発費である。
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が強まらざるをえない。

以上のような背景のもとでのプロジェクト評価基準として採用きれてきた費

用便益基準は，水資源開発の合理性ではなく，財政投資の効率性という意味に

おいてその論理的客観性が求められることになる。費用便益分析の経済理論的

基礎を築いたヱク λ タインらの研究は上の意味での論理一貫性を求めたもりで

あった。ユクスタインの研究に従い，財政抑制を一義的条件とした水資源開発

論理の構造を確かめてみると，その意義がわかる。

エクスタイソは四つむ開発目的(洪水調節，水運，濯?偲電力〉のそれぞれにつ

いて費用便益糊定についての考察を行なっているが，止りあえず洪水調節t濯

減目的について検討してみるの洪水調節便益は①直接洪水調節使益，①間接洪

水調節便益，③財産〔土地〉の高度利用が可能になるこ主によって生じる便益か

らなっている..，。①は水位頻度曲線と水位被害曲線によって得られ，②は洪水

による経済活動の妨害によって生じる財およびサーピスの純経済的損失と応急

的に洪水と闘う手段・被災者の救助・安全確保のための費用によって測定され

る。③は増加した土地の純収益によって測定される。これらの便益測定につい

てエタスタインは彼の費用便益分析の原則から合理的な測定方法であるとして

いる。だが直接洪水調節便益については，水位頻度曲線を決定する水文学的デ

ータが不十分で，また水位被害曲線を決定する経済活動の定量的評価が困難で

あることから，同じ便益評価手続をとったとしても非常に違った計測値が得ら

れる可能性を認め，間接洪水調節便益については，洪水によって生じる他の陪

層・地域における所得増はそこから控除されなければならないとし"う便益過

大評価の可能性を認めている“~

44) U. S. Exec叫 lveOflice of the P児 sident.Bμreau of the Budget，“G判官tdarNo. A-47." 

l日952.in House of Re叩p工日e回§配ε団n此1式ta叫ti叩v町ε回時芳丸， C。町z皿n田'ill'江tt旬eeon 1nt匂eno町rand Insular A旺a記"目s，司，Discus-

"削肘lof Budge習叫tBu戸問e“auC口:ircul，品ρrA-47 and the Re!ated Po 切 rPa加，

l凹95::ι)，p 氏印l;U. S. P目"出印s邸id品ent'sWater Resourc回Coullcil， Poli丘町，Stan晶 rds.and Proce-

品開sin the Formulation， Evaluati凹"即1dRevi配 V of 1翌日 sfor Use and Develop 

ment of W同町 andRelated Land Resou町es，Senate L回umentNo. 97， 1962， p. 10 

Circular A -47は間接便益を担J定対象に含んでいないー
45) Eckstein， op. cit _， pp. 131-2;佐藤武夫「水害論J1958年， I国土町手十字J1973年所収，ノ
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エクスタインの費用便益分析の原則と洪水調節目的の達成は互いに相容れな

い場合も起りうることを彼自身認めている。実際には，工兵隊の手続では，彼

の経済効率原則に従っていなし、。国民的経済効率を求める洪水調節効果を実現

することは，洪水調節事業を頻度が大きく小規模な洪水に向けることになるが，

より論理だけ C洪水調節事業は行われ仁いるりではなく，大洪水ω危険度主取

り除くこと，言い換えれば便益効果の小さい洪水調節事業に工兵隊は携わって

いるのである。

さらにまた，①と①そしてある程度までは①は対象地域の経済構造，経済活

動の水準によって決定される。そこが都市的であればあるほど被害額は犬き〈

なり，便益が大きくなる。この関係は費用便主主分析がプロジェクト毎に，ある

いは水系の一部を対象とするプログラムをもとに行われるならば，洪水調節事

業をプロジェクト効果の大きい下流の都市的地域に向けさせ，水系全体のシス

テムを洪水に強いものにさぜるとし、う根本的な問題を看過させることになる。

したがって国土利用の不均等を水資源開発はますます強めることになる。直接

的に新たな便益を生みだすのではないが，洪水被害を減少させ，危険度を安定

させる効果を生む洪水調節効果を他の目的便益と比較可能な同一次元の便益と

して測定することは，洪水調節目的の達成と測定された洪水調節便益の大きさ

とをパラレノレでないものにした。

濯i既目的の開発の便益測定については，どのような問題が生じることになる

のであろうか。開拓局の評価方法では，直接使益，間接便益，公共便益の三種

の便益で測定されているが，予算局回報A-47号，上院報告97号では直接便益だ

けが評価されるべきであるとしてしι47L

主クスタインも後者の立場をとり，間接便益，公共便益の費用便益率J¥の算

¥2別冊3く シ@この同じ事実，洪水によって便益を得る企業D宥在について佐藤氏は社会的不
公正，地域筋差を拡大するものとして扱っている.

46) Eckstein， opαt.， pp. 117-35 
47) lbid.， pp. 197-206; opαt.， "Cu'cul.岬 A-47，"p. 50;ゅ αt.，"Senate D，町ument1-lo 

97，" p. 9 
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入に反対している。 間接便益は①派生便益 (stemming bene負の と②誘発便益

(induced bene五のからなり，前者はプロジェクト農場で生産される商品の利潤

と農民から最終消費者にいた吾すべての取引・加工・販売過程で獲得される利

潤からなり，後者はプロジェグト農場での生産・消費財の購買増加からそれを

供給する企業に生じる利潤の増加分である。したがってエクスタイン田原則に

従えば，過剰供給経済では①は存在せず，①は大きし経済均衡では①は資源

・労働Jの可動性がないという条件でのみ発生し，②は存在しない。また過少供

給経済では①は大きし②は負の便益となる。評価期間が長期になるプロジ品

クト便益の評価では，経済均衡を前提するのが妥当であり，そとでは間接便益

はほとんど値をもたないとみてよいので，間接使益を算定することは誤りにな

る'"。また直接便益についてもエクスタインは，農産物の供給が過剰で，政府

が価格支持政策をとっている場合には，そこから価格支持の費用が控除されな

ければならないとしている叫。

さらに濯概事業の投入量の一つである河川水はそれ自体市場価格をもたない

がゆえに，他の代替的水利用の機会が失われることによって生じる実質費用を

費用便益分析のなかに含んでいないので，この費用部分をそのなかに含めるこ

とによって効率的な水資源の配分がえられるとしている同〉。この点をさらに発

展させたのはハ シュライハ たちであり，資源には限りがあり，水に対する

需要は際限がなく，水利の転換，水利権の財産権としての流動化による水利用

の限界価値均等をはからなければならないとした目。

このような国民的経済効率を首尾一貫させた費用便益測定にもとづいた濯翫

目的の費用便益分析は開拓局の算定値を大幅に押しさげ，あるいはほとんどの

事業を負の経済効果または 1以下の費用便益率しか生まないものとして，その

48; Ec斗:stein，op. cit.， pp. 206-13 
49) Ibid.， pp. 200-1 
50) lbid.， p. 219 

51) Jack Hirshleifer， James c. De Haven and Jerome W. Milliman， Water Supply; 
Economics， Technology， and Policy， 1960， pp. 32-52 
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経済的実現可能性を奪うことになり，濯i既目的をもった事業そのものの否定に

まで至ることになる 52)0

VI 費用便益基準の実際的意義

エグスタインは予算制約のもとで経済効率を達成するとしづ視角から，実際

に用いられ μ 、る費用便益基準を検討した。だが水資源開発論の視角から，ま

た現実の水資源開発の諸目標から見れば，第ーにこの効率性基準はその理論的

枠組のなかに納まらない所得再分配効果を無視して Lまうことになるばかり

か日入間接便益を通じて表現されていたそれぞれの事業の現実的開発効果も無

視することになる5ぺしたがって間接便益の測定などの，エグスタイン流にい

士ば便益のi同大評価に，転じて浪費的財政資金の散布に通じる便益測定も他の

開発目標を評価するうえでの意義を与えられていたのである。この関係は合理

的で客観的検証に耐えうる費用便益基準をうちたてることと，水資源開発の総

合的な諸目標を考慮することとは論理的に対立する，あるいは次元を異にして

いることをしめしている;5)それゆえに水資源会議の新しい評価基準は経済効

果，環境効果，所得再分配効果について別個の収支表を作成する準則を提出し

たのである。

現実の水資源開発政策の進展は，水資源開発を多目標開発にしてきたのであ

り56) それを効率性概念だけでとらえることは困難が残る。ここで多国標とい

うJJIjの次元の対立さえする開発H標を評価基準として掲げることは，それぞれ

52) Eclcstein， opαt.， pp. 220-6例えば開拓局の算定した濫概プロジェクトの費用便益率の計算
m ら間接便益だけを除外すbiこ， 5.95から1.94 (チ フージョセフダム プロジェクト〕へ.
L 95から0.88(フライングバン=アーカンザス プロジェクト〕へ費用便益率が下がる。

53) A. Maass，“ Benefit-Cost Ano.lysis; Its Relevance to Public lnvestment Dec山田馬

Quarterly Journalザ Economics.Vo1. 80， May 1966， pp. 208-26 
54) -]. Kar1 Lee，“Irrigation Policy fur Arid Lanus，" Jou，-nal of Farm五回nomics，Vol 

32， Dι1952， p. 753濯概計画は当初から地方開発のために制定された。
55) エグスタイ γは所得再分配効果を議会の政指的判断に任すと言い，マースは所得再分配幼果と

経街効果とはトレ ド オフの関係にさえあると言っている。
56) Robert H. Havemao. Water R副 ourceInτest11lent and the Public Interest， 1965， pp 

13-40.実際には水資源調発行政機関 議会は多目標な基礎で開発を考えていたE
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の目標から見た客観的な到達度をある程度しめすことができるが，代替的開発

計画の選択は価値判断・政治的判断に任されるところが大きくなる。ところが，

予算制約という条件は，効率性基準を単に並置された諸基準のなかのーっとす

るのではなく，第一義的な必須条件にする。したがって効率性基準は現在にお

いても不変の重要性をもつがゆえに，価値判断・政治的判断のなかでも ζれは

貫くのである。ここで追求される総合性はあい変らず予算制約という条件のも

とで，政治過程を通じて表出する部分的開発ニーズに応える効率的財政支出に

集中きれぎる幸子えない。

第二に， 便益評価において水資源開発そのものが便益を生み出すと前提き

れ，その測定が行われているが，実際は公的な水資源開発と開発対象地域にお

ける私的な経済活動が結びついて便益が生じるのである，"。したがって同じプ

ロジェクトでも，対象地域の経済活動の構造および水準によってその便益は量

的に大きく請離する。この便益測定手続はすでに述べたように，一方では便益

の大きさに応じた事業選択がなされるならば，地域聞の不均等な発展を強める

ことになり，他方では大規模な人口・産業の集中地域での過大な需要予測と便

益予測を通じて，水資源の地域的に不均等な浪費的水利用をさらに強めること

になる5830 これは水資源の合理的利用を妨げることになり，対象地域の経済構

造，水利構造を合理的なものに改革してゆく道筋を踏み外すことになる。した

がって水資源U合理的利用という点からも総合性が欠落することになる。

第三に，国民的経済効率をプロジェクト毎にあるいはプ戸グラム毎に算定す

ることは主に個々のプロジェクト・プ p p.ラムの便益が国民的視野から測定

されるために，当該地域における効率的利用は，全国的には非効率的になる場

合が起札計岡地域内の効率性は否定される。これは最大の受益者を広域的・

全国的な範囲で資源利用のできる主体に1...帥ム域内の住民あるいは狭域的な資

源利用に頼っている主体の受益者としての地位を低め，開発計画をめぐる対立

57) U. S. National Water Commis問 on，ot. cit.， p. 39 
58) White， 0.ρ ロt.，Strategies， pp. 109-10 
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を強めることになる。これは開発受益者，開発主体を全国的な資源利用をその

経営戦略のもとにおさめることのできる資本集団に狭〈限定してゆくことであ

り，開発の総合性を実現してゆく主体的条件を掘り崩す。

国家水委員会が聴聞した水資源政策への批判には以上の諸点が反映している。

その批判は次の通りである。①水計画と土地利用計画との総合性の欠如，@大

都巾地域のニーズの計画化を無視した大河川計画への集中，①環境への影響士

無視した水質言l固と水計画 般との分断，④大部分の公衆の利益を無視，①ニ

ス"からみて浪費的な州計画，⑤固民的優先利用権四欠如による地域間対立を

あおる開発，⑦急速な社会・経済・技術変化に対する柔軟件のない計画，@非

定量的で判断に託すべき問題を費用便益分析に埋没きせてしまうこと日〉。

総合的評価基準を打ちたてることは，評価基準そのものの精紙化だけから出

てくるのではなしむしろ水資源開発についての地域的・国民的優先順位を決

定することeへそのためには公衆の利害が水資源開発計画のなかに反映され，

それにもとついた公衆の計画過程への参加が決定的な条件にならなければなら

ない。ホワイトは水資源開発の総合化を多目的化，多目標化だけからでなく多

手段化としてもとらえ，多手段な開発であるほど責任ある公的・私的管理者の

数が膨らむとしている'"。すなわち，利害のかかわるすべての住民が参加古き

る条件が多手段化によって整備されるのであるが，その本質は既存の開発官僚

機構と資本主義的な利害対立の性格によっτ最終的に規定されざるをえないこ

とも付言vcおかねばならなL、。

59) U. S. Natρnal Water Commission， opαん p.366 

60) Alan R. Dickerman，“ A Value-Oriented Approach to Water Policy Objecti.ves，"Land 
E回出mics，Vol. 48. Nov. 197己pp.398-403 

61) White， opαt.， p. 119 


